
特定非営利活動法人 JUON ttTWORK

役員の報酬に関する規程

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人JUtt ETWORK(以 下、本会という)の役員の報

酬および職員の給与等に関する取り扱いを定める。

第2条 当会の役員の報酬は支給しない。



特定非営利活動法人脚ON NETWORK職員就業規則

第 1章  総則

(目 的)

第 1条 この就業規則(以下「本規則」という)は、特定非営利活動法人JUON NETWORK

(樹恩ネットワーク)(以下「本会」という。)が 目的とする事業の達成と日常業務

を円滑に行うため、本会に勤務する職員の服務規律および労働条件その他就業に

関する事項について定めたものである。

2。 本規則および本会の定める諸規程、雇用契約書に定めのない事項については、

労働基準法およびその他関係諸法令の定めるところによる。

(適用範囲および定義)

第 2条 本規則は、本会に勤務する職員に適用する。

2.本規則で職員のうち、パー トタイマー及び臨時職員とは、第 2章の定めにより、

期間を定めて採用された次の者、ならびに第 7条の定めにより無期雇用転換し

た者をいう。

(1)パー トタイマー 原則として 1週間の所定勤務時間が同種の業務に従事する職

員より短い者

(2)臨時職員   6ヵ 月以内の期間を定めて臨時に採用された者

(規則等の遵守)

第 3条 職員は、本規則をはじめとする本会の諸規程ならびに関係法令を遵守して誠実

に義務を履行するとともに、本会の指示に従い、互いに協力してその職務を遂行し

なければならない。

第 2章  採用

(採用)

第 4条 本会は、職員として入職を希望する者のうちから、所定の選考手続きを経て適当

と認められた者を職員として採用する。

(採用決定者の提出書類等)

第 5条 前条によつて採用された職員は、入職の日から速やかに、次の書類を提出しなけ
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はその日までとする。

3.第 1項の休業期間中は給与を支給しない。ただし、休業開始から3日 間について

は休業補償として平均賃金の60%を支払うものとする。

第 5章  給与等

(給与支払の原則)

第41条 本規則で給与とは、労働の対象として支払われるものをいい、別に定めがある場

合を除き、職員が勤務しないときは、原則として給与を支払わない。

(端数の取扱い)

第42条 本規則の適用にあたつて、計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、四捨

五入する。

(給与の構成)

第43条 給与は、基本給および通勤手当ならびに超過勤務手当によつて構成する。

(基本給)

第44条 基本給は時間給もしくは月給とし、その額は職務内容、経験、技能、職務遂行能

力等を総合的に勘案して、雇用契約書によつて個別に定めるものとする。

(昇給)

第45条 雇用期間中は、原則として昇給は行わない。

(通勤手当)

第46条 通勤手当は、公共交通機関を利用して通勤する者に対して、通勤に要した費用の

実費を支給する。ただし、通勤経路における lヵ 月定期券相当額 (上限月額 2万 5

千円)を限度とする。

2,本条の通勤手当は、原則として、自宅から本会までの最短かつ最も経済的な通勤

経路によつて算出した額とする。

(超過勤務手当)

第47条 職員が時間外勤務、休 日勤務または深夜勤務を行った場合には、その時間数に応

じて、それぞれ次の計算式によつて算出した額の超過勤務手当を支給する。

(1)時間外勤務手当 (1日 7時間または 1週 40時間を超えて勤務したとき)
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算定基準額 X l。25  X 勤務時間

(2)休 日勤務手当 (法定休日に勤務したとき)

算定基準額 X l.35  X 勤務時間

(3)深夜勤務手当 (午後 10時から午前5時までの時間帯に勤務したとき)

2.前項第 1号の定めにかかわらず、1日 8時間または1週 40時間を超えて勤務し

た時間の合計が lヵ 月 60時間を超えた場合、その超えた時間について、次の計算

式によつて算出した額の超過勤務手当を支給する。この場合、lヵ 月の起算日は、

3。 前二項の勤務時間とは、一給与計算期間内に行った時間外勤務、休日勤務または深

夜勤務のそれぞれの時間数を合計して算出した時間とする。

4.本条に定める算定基準額とは、次の各号により算出する。

(1)月 給契約者

基本給

lヵ 月の平均所定労働時間

1か月の平均所定労働時間の算出方法=(365日 ―所定休日)×

1日 の所定労働時間数÷12

(2)時給契約者  時給

(給与の計算期間および支払日)

第48条 給与の計算期間は、前月 16日 から当月 15日 までとし、当該期間分の給与を当

月 25日 に支払う。

2.前項の支払日が金融機関の休業日にあたるときは、その前日に繰 り上げて支給す

る。

(退職時および非常時払い)

第49条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに、職員 (本人が

死亡したときはその遺族)から請求があったときは、本会は給与支払日以前であっ

ても既往の勤務に対する給与を支払う。

(1)本人が死亡または退職し、もしくは解雇されたとき
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(2)本人またはその収入によつて生計を維持する者が出産、疾病、災害、婚礼ま

たは葬儀など臨時の費用に充てるとき

(3)本人またはその収入によつて生計を維持する者が、やむを得ない事由によっ

て 1週間以上にわたつて帰郷するとき

(4)その他特別の事情があると生協が認めたとき

2.前項第 1号の場合、本会はその権利者から請求があつた日から7日 以内に給与を

支払うとともに、職員の権利に属する金品を返還するものとする。この場合、給与

または金品に関して争いがある場合には、異議のない部分についてのみ支払いま

たは返還するものとする。

(給与の支払方法)

第50条 給与は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、次に掲げるものは控除する。

(1)所得税および住民税

(2)健康保険料・介護保険料および厚生年金保険料ならびに雇用保険料

(3)職員等の過半数で組織する労働組合または職員等の過半数を代表する者と書

面による協定を締結したもの

2.前項の定めにかかわらず、本人の同意を得た場合には本人が指定する金融機関の

日座への振込みによつて給与を支払うものとする。ただし、本会が必要と認めたと

きは、本人に直接支払うことがある。

3。 第 1項の定めにかかわらず、誤算によつて過誤払いが生じた場合には、予告した

うえで、原則として翌月以降の給与で精算するものとする。

(遅刻、早退、欠勤等の取り扱い)

第51条 職員の遅刻、早退、欠勤等の不就労時間に対しては、給与を支給しない。

(賞与および退職金)

第52条 職員については、原則として賞与および退職金を支給しない。

第6章  退職および解雇

(退職事由および退職手続き等)

第 53条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その日をもって退職と

し、職員としての身分を失う。

(1)本人が死亡したとき

(2)雇用期間が満了し、契約期間の更新がされなかったとき
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書式第 17号 (法第55条関係)

団重垂E≧l鑢:主■菫壺里出 二出獅1■』弘こ三日ヨ囲6」Ы日配」口麗LLi

法人名 認定特定非営利活動法人 JUON ttTWOⅨ 事 業 年 度 2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日

2 ロ

1 資金に関する事項 .[①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第譴条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第2条第1項各号に対応しています。以下同じです。

の

その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費 8,418,000円

受取寄付金 11,442,888円

受取助成金等 1,823,270円

事業収益 2,192,206円

その他収益 10,260円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合
ヨLL
口 :

23,886,624円

借 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

合 □
ニユ
ロ: 円

該当なし



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

エコサーバーテキス ト 2,800円 特になし

『割り箸が地域と地球を救う』 1,000円

円

円

円

円

円

円

円

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

② 資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ

(1) ず の 5

用の生ずる |の 5者

(3}役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

4,080,000円 寄付

3,000,000 円 協賛金

団体会費 100日

助成金

団体会費 10日 、寄付

3,000,000円

1,550,000円

1,500,000円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

11,940,635円 人件費・通信費・地代家賃等

677,807円 業務委託費・旅費交通費等

445,940円 会誌印刷代等

421,979円 会誌発送代

190,080円 ソフ トウェア代

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 提供 (施設の利用等を含む。

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 餞渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務の提供

年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等取引先の氏名等

法人との

関  係
住所又は所在地

2020.7.28 100,0∞ 円 広報費

消耗品費2021.1。27
22,910

円

2021.2.26 50,000円 支払寄付金

2020。 11.8 7,500円
イベントでの施設利

用

2020.10.11 22,274円 講師謝金

2020.4。 1
‐2021.3.31

職員給与

1,607,977円 職員社会保険料

職員通勤費819,510円

22,OЮ 円 事務用品

′′ 83,358円 dhe365使用料

〃 65,740円 電話料金・郵送費

99,000円 車庫使用料金



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当餞法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限 )の氏名並びにその 日]

[⑤給与 る 総額に関する事項]に日

氏 名

該当なし

寄 附 金 額 受 領 年 月 日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0円0人



6 支出した寄附金に関する事項 [◎支出した びにその相 び支出年月日]

する事項|[⑦海外への送金又は金餞の持出しを行つた場合におけるその金額及び使途並び7
にその ]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等

2021.2.26

2021.2.26

2021.2.26

2021.2.26

2021.2.26

支出した寄附金額

50,0(Ю 円

50,Oα)円

50,0∝)円

50,000円

50,000円

円

円

円

円

円

合   計 250,000円

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

コ

円

円

円

円

円



法人名 認定特定非営和括動法人 JllW EⅢЖ チェッタ欄

3運営組鋤殷び糧理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族諄

② 特定の法人の役員又は鹿用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監壺法人の監査を受けていること、測ま帳姉書類の備付け、取引の記

録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費逮が明らかでないものがある等の不適正な網理力贅贅りれていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人鰤申よ 第3表付嚢1「役員の状況』から転配してくださしヽ

③及び0について:ム ′l燃以下第2位を切り捨てた敵蘊を田載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「織隊等」の

グループの人

数

割 合

⑫÷⑨

最も人謝
"移

い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′い―プの人数

割 合

④=⑥

① ② ③ ④ ⑤

④
20∞ 年4月 1日～

2021年3月 31日

"人
0人 0% 6人

".0896

〇 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決籠が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

‖い

しヽ えヽ

lま′ヽ

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関Ю

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (布房D
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上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q」出」■呻 L]■!■■日饉」出鵬』l■■目田口■出こ饉:ユ:L

項
日

【 ④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申蓄調寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

画コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の離 び振簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

[コ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請印寺

費途が明らかでない支出がある、:晨簿に虚偽の配

載がある等の不適正な経理の有無
有。国 有・無 有・無 有 0無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りUD

∝憲申D
認定の有効醐間のコ師の申鶴に当たつて:よ 演購関彙第1項に出づく書類 (役員相鵬枷層嘲日週lHD i=記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ 3

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

区分欄の「①～①」の各鳳こは 実絆障謗即磁略導業

年度 (又は伊い を識 しまづヽ

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①り、「②リ

及び 口④」の側日こ該当する人数を転記します。

イの各欄

「止記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

口の各欄 核当する一方を「〇」で囲勝・ます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lま 「定款 (又は会員ゆ第〇条に『各正会員の表決権:よ

平等なものとする』と規定」のように記載しま・九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の|,墜ユ≧L
塁二IΩ」__し上」』lalョLLIL饉圏誕匪11騒ヒ』委

生墜K菫ユニ

② 口帳簿嗜類の備付け、取引の謳録及

び恨簿書類の保存を青色申告法人に準

塑聾金熙L鰹墜世饉」園艶

麹塑コ盪壼鯉困腱工盤塾

上_ゝ_

じて行つている」の L塾」に「Ω上

ハの各欄 核当する一方を「○」で囲みますЪ

なお、「③りから「①りについて:よ イに記載する各期

間 (5③りから 口①日)を示したものt

核当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「③」から口①りについて:ム イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したもので九

二の各欄

を要領の補足

〇 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当た

ｒ

‥

―

―

‥

―

１

１

１

１

１

一

その費途を確認することができないも
i

ります。 なお、意図的にその支出先を
|

‥

Ｊ

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできませスぉ



書式第8号 (法第44条 051条・58条関係)

役 員 の 状 況

生源寺 員一 理事

第 3表付表 1

"14.6.28就
任

"21.3.31退
任

小林 正美 理事

毎田 伸一 理事

大本 隆史

皆川 淳哉

理事
"12.6.30就

任

理事
"“

.6.知 就任

"21.3.31選
任

鹿住 貴之 理事
⌒
ノヽ

"10.6.12就
任

佐藤 敬一 理事 ○ 1999。 11.25就任

法人名 JUON NETWORK ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 23人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

6人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

就任・退任続柄等
④ 〇 ◎ ① ◎ ① 中請時

氏  名 住  所 職名

"12.6.∞
就任

1999.11.25就任

○

○

○

○

○

澤登 浩 理事 ○ 2008.6.21就任

重元 勝 理事 ○ 1990.11.25就任



足本 裕子 1000」 1.25就任

長本 朝子

○

ヽ
フ

ヽ
ノ

"01.C∞
鶴任

浅沼 由紀 ニヨ[ヨ
"146."就

任

佐藤 敦紀 ロヨ ○ 知
"“

."就任

村上  次郎

藤田 和則

□□
2019.6.22

2021.3.31

ヽ
ノ

′
ヽ

○ 2014.6.28凛ttE

"1■

6.27就任
五島 章夫

佐藤 宗治
2016■ 25鶴任

"社
6."彙任

F¬
L」Eヨ

理事

田中 康治 理事

ヽ
ノ

′
ヽ

ヽ
ノ

′

ヽ

ヽ
フ

′
ヽ

ヽ
ノ

′
ヽ

○

玉中 健太 回ヨ

岡坂 充容 ロヨ

川上 仙太郎 □目

20".6."鶴任

理事
"".● “

戯任
渡部 孝

ヽ
ノ

′
ヽ

"狙
6."就任

2021.3.31週 任

○

ヽ
ノ

′
ヽ

looO.11.25就任

柳田 章 電ヨ
"10.6.24就

任



書式第9号 (法第44条・51条・58条関n

略調u‖颯鋤嗜」欄は、例えば r入金曰民l、「出■晰誦詢

帳 簿 組 織 の 状 況 □匡ヨEコ

「総勘産元根」などのように配餞します。

『左の幅簿中期朝山 1日よ『単凛し、

"ι

″ズリーフ」、:崚T樹和 な」のように

“

崚します。

口田 「毎日」、『=週間ごと」のように記●します。

って:ょ 演第5彙第1 く

法人名 認定特定非営和:膳動法人 工ЮNNETWORK

伝 票 又 は 帳 簿 名 詢瞑の時期 隔題圃

現金出納隈 )v-xr-7.
亜ヨ

エクセル使用

10年

総勘定元帳 ノレーズリーフ・ 面罰
10年

ファイルメーカー使用

振替伝票 一枚伝票 □壺 10年

入金伝票 一枚伝票 □爵 Ю 年

出金伝票 一枚伝票 ロヨ 10年

ルーズリーフ・ 百罰爵 10年

エクセル使用

がないと割よ 添付を省略することができます。



法人洛 認淀勢請む井営宋|1鵬勘法人 JUONNrrW10RK チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる書準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動饉を行つていないこと

口 役員等に対し欄酬又は綸与の支綸に日して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が力配する法

人と当法人と て特用の利益を与えないこと、役員書に対し役員の選任その他当

て特日の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又1測時定の公職の候補店若しくは公聰にある者に対し寄附を行わない と

E=□醒□匠理田五ヨ琵ヨE彊□夏亜□憂コ匡正困

し

し

ハ

こ

０

　

　

・と

８

　

　

一

96以上

であること

る受入寄附金囀顧070%以上を特定中営利活動の事業費に充てている

′

ロ
一ｉ ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 噺ヨ罰

有 。無有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無

有・ 無 有・ 無 有 。無 有・ 無 有・ 無

有・ 無 有・ 無 有 。無 有・ 無

宗教の教儀を広め、儀武をイれヽ及び信者を

教化青成する活動

有
F司
l埜 :」

有・

無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有
″
出

有

田

特定の公職の候補者若しくは公捕にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有 ・
Ｆ
』

有

用
喘

有 。無

コ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支綸α瑚訪晨当法人
●
と

対する報馴の支綸の状況諄に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる輌酬の夷綸その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が菊配する法人に対しその対価の額藤当

崚資産のその康渡の時における面 こ比して著しく過少と

認められる資産の崚凛その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の議凌等に関して特別の利益の供

有・目 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財童の運用及び事

業の〕畔 に関して特男tり利益の供与の有無
有

暉
Ｌ 有・無 有・無 有 ,無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

しくは公職にある者に対する葡附の 有・ 有・無 有。無 有 。無 有。無 有・無

”
・Ｄ

項
日
］

⑥ ⑥ ◎ ① ◎ ①
甲7¬
i●1」

`L長
」

有 。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関併0

認定基準等チェック表 (第 4表)

曜園目諄申リチェック衰 (第 4表洵 |ム 法第
"彙

第1項に薔づく

圃 到

てヽ

及び添付する必要があります。
…

、曜日ロロ甲専チエツク表第4裏 〈次わ」●颯び二)

せん。

目定の有効期間の口輌の申腑に当たっでよ 法第5彙第1硼こ薔づく●販 (役員欄■規■嘲□出■D

の記麟及び澤付の必要はありま

て、添付を省略することができます。

ヽ



法人名 認定特定非営和括動法人 erUONNFWORK チェッタ欄

/
5 次に掲げる1日類につし 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において回覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する:日類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又国職員綸与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の饉渡博に関する事項、寄附金に関する事項その他―定の事

項等を記載した書類

□亜日′ヽ

次に掲げる書類について閲節の請求があった場合に:ム 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

日■■鵬ヨ田ナ嘔粛1田 Ob句麟■D・ e暉あるIH野に,Lそα■■■e腱句麟■D〈尋嗜自日Tじてぐださ1ヽ

同  意

□ しない

イ

① 事業報告書等 (… 、財産目録、貸惜対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及びに所又は居所を記した
'自

動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登田事項証明書の写D

各認定基準等に適合する旨を開明する書類、欠絡事由に該当しない旨を説明する書類ロ

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員|1報酬又団職員給与の1支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の湧疎旧影)明眠 借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の議減等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その仙その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員着しくは1静昨普又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 翻附者 (役員、役員(額蘭F靖若しく|まヨ働等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びこその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当骸職員に対する給与の陶脚こ関する事項

⑥ 支出した翻附金の鰤懃Wこその相手先及び支出年月日

⑦ l海外′ヽの送金又はΩ銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途並びにその実施日

ホ

助成金の支給を行つた場合に事後に尉 に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条058条関係)

ェック 5

儀菫申D
・ 

…

チェック表第5剰ま、法第55彙第1項:」Lづく|■順

があります。

鰯U躙目闘胴田授出●頻)の提出時|=融 び添付する必要

. EEroeilffifr2fEfrioffi :!5f: a tl*. lEfiotBil tbl) *E /v.



書式第 14号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8衰 )

法人名 認定特定非者和:脂動法人 JUtt EⅢ懸

認定基準等チェック表 (第 6表)

HlftsPff,a-o2S (H8t)

8申 綺書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

月 日～ 月  日 平成 年 月 日設立年月日

・ 法第65彙第11則t薔づく (役員1■麟鵬闘閣出□■)の担出時に当たつて:ム ロ走薔申籍チエツク表 (第 6嚢及び第31D

:よ 舘載するぶ口はありません。
g{fl2tFlffi5n,/lmotill:E :2(tt EEDI;' rv2i (I6*EUSet) ofdIrlEIlS6UiFtAr. ilf:' ltl

6 実績判定期間を含む絡事業年度の特定非着利活動促進法第28彙に規定す

29 りi椰轄庁に提出していること

チェ′夕欄

露条に規定す

⑥ ◎ ①

有 盤 有
nロ

"墨

ヨ 有
n¬
日ゞJ 有 。 無 有 熙 有 。 無

◎ ①
③

7 法令又は法令に基づいてする行取庁の処分に違反する事実、偽り り何らかの

利益を得、又は得ようと る事実がないこと

チェッタ欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの和溢:を得、又は得ようとした1障姜

注・

…

エツク表 cTrD t*. il56*il1trl*a(ll
び澤付する必興があります。

④ ⑤ ◎ ① ① 申請 時

FΠ
国有 有 ・ 無 有 無 有 。 無 有 ・ 無 有

四¬

はヽヨ 有 無

◎

55彙第1項に出づく書麟IG曖輌■

"鵬

麒‖口」□■) て、改めて記餞するJ口まありません。



書式第15号 (法第44条。51条・58条関Ю

欠格事由チエック表

法人名 認定特定非営和師 Jl,い Ⅲ照懸 チェック欄
~~麗

蔵、特碗閣定又!韻画定の有効期間のコ新の出準にかかわらず、次のい

'珈

かの欠格事由に腋当する法人
は鳳定、特傷臓定又は認定の有効期日の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに醸当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又:ま特例認定特定JH断1嗜勁去りu甲嘲鵬定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当餞認定特定非営利活動法人又は当敏特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 熱燿以上の刑
=処

せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促遣法若しくは曇力団員不当行為防止法に違反したことにより、著しくiま刑法Z4彙等い)着

しくは晨力行

…

を犯したことにより、又!劇署院着しく:J出出力踊党に関する法律に遺反したことにより、
罰金刑i=般られ、その蜘行が績わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 尋力国の構成員等餃 )

2認定測ま特例潤定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 ,日嵐測ま■目贈情覇Bの内害が法令中に違反している法人
4 日税又は地方税の滞納処助α用ヽ行がされているもの又は当腋滞納処分の機アの日から3年を経過しない法人 (認

定ヒ螢翅鯉
=2蔓

躍
=の

:壼コ自固lの目浙コ1壺艶瞳L腱二厨!壼躍屁1窒鏡|ぬ二菫1量生目堕上1盤翻肛盟1巨孟24上:菫塑|

」二園□壼国自I自凹盤

`コ

:堕L]ui車口囮1211」目

`鯉

』ヨ!雌主空」日L曼」:」:El日幽1戯11」IE」61圏団堕田ヨ1112洒出biS」堕]Eと」甘LLと室重:)o

5 国税に係る日開哺口斃又!渕也力税:■係るコ働口申金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のしヽずれかに腋当する法人
イ 尋力団
口 曇力団又は曇力国の構成員等の構鯛下にある法人

役員のうち、次のし可十磁ヤ藤当する者の有無

認定鴫綻り蝉輌嬌動れu幣定を取り消された場合又lま特例田定物υ‖卵脂動嵐MI時例田定

を取り消された場創こおいて、その取消しの1原因となつた中実があつた日以前1年内に当霰認定

特定井者利活動法人又は当嶼鮨鵬Du鏃鬱爆昴歴置麟人のその業務を行う理事であつた者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・国

熱日以上の刑に震 られ、その執行を,繊つた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年盤 鎚 しなⅢ め 有無       ___________
有・国

特定非営和

―

しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等昔しくはヨυИテ為鶴崚u岡法α堺を犯したことにより、又は匡B場野しく!」出世方1膚こ

関する法南こ違反したことにより、罰金刑に処せられ、そα断テが終わつた日又はそσ璃財子を受

けることがなくなった日から5年を経過しなし嗜の有無

有

暴力国の機成員等の有無 有・国

l歯′ヽ・ Eコ●
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5中 しない法人 画曖

日 ・ヽ 団 ロ３

） 自欧又|ま事姜螢悧コ書の内容が法令等に違反している法人 画 圏

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当観滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい・ しヽ えヽ

謝
薇

認定、特例認定又は認定の有効醐間の更新の申請時に、』ヨ陛饉菫圏垣■■ll■l』菫:餞」:2戯!壼豊1目」り:≧由:口i□  [

堕 」」譴困当腱口 :1轟a璽口圏」国国口」」」堕墾由出L豊塾』日艶銀曇鶴日国□醸 1彗」L'二塁ヨL__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞書拠分に係る癬税証明書も添付すること
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